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新型コロナウイルス感染症に関する入院給付金の特別取扱いについて 

 

 

このたびの、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられました皆様に謹んでお見

舞い申し上げます。 
 

Ｔ＆Ｄ保険グループの太陽生命保険株式会社（社長 副島直樹）では、新型コロナウイ

ルス感染症と診断された場合で、入院による治療が必要であったにもかかわらず、医療機

関の事情などによりただちにご入院できない等、必要な入院治療を受けられず、ご自宅や

その他病院などと同等とみなされる施設で治療を受けられる場合（以下、「みなし入

院」）でも、保険約款を柔軟に解釈した特例措置として、入院給付金等のお支払対象とし

ております。 
 

今般、政府において、2022年９月26日以降、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の

範囲を全国一律に重症化リスクの高い方に変更することが決定されました。 

保険約款における「入院」とは、「医師による治療が必要であり、かつ自宅等での治療

が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念するこ

と」と定義しています。 
 

これにより、発生届の対象とならない方を新型コロナウイルス感染症と診断されたこと

のみをもって「医師の管理下における治療に専念」し「入院が必要な状態」と判断できない

ことから、2022 年９月 26日以降「みなし入院」の入院給付金等支払対象を以下のとおり変

更することといたします。 
 

 
＜「みなし入院」の対象＞ 

2022年９月25日（※）までの取扱い 2022年９月26日（※）以降の取扱い 

新型コロナウイルス感染症と診断された方

で、入院による治療が必要であったにもか

かわらず、医療機関の事情などによりただ

ちにご入院できない等、必要な入院治療を

受けられず、ご自宅やその他病院などと同

等とみなされる施設で治療を受けられる方 

新型コロナウイルス感染症と診断された方

のうち、重症化リスクの高い以下の方々を

対象といたします 

・65歳以上の方 

・入院を要する方 

・重症化リスクがあり、新型コロナウイル

ス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投

与が必要と医師が判断する方 

・妊娠中の方 

（※）陽性判明日（診断日） 

  



なお、医療機関や保健所等のさらなる負担軽減のために、2022年９月２日から、給付金

の請求時に「宿泊・自宅療養証明書」の発行を必要としない取扱いに変更しています。ま

た、今後、法令の改正等がなされた場合には、必要に応じてさらなる対応を行う可能性が

あります。詳細は当社ホームページをご確認ください。 

 

【当社ホームページ】 

https://www.taiyo-seimei.co.jp/ 

 

＜お客様サービスセンター＞ 

電話番号：0120–97–2111 受付時間：月～金 ９：00～18：00 

土・日 ９：00～17：00 

（祝日・年末年始（12/30～１/４）は休業します） 

以 上  


